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日光市シティプロモーション PR チーム 募集要項 

 
はじめに 

⽇光市では、市⺠をはじめとした皆さんと⼀緒に、⽇光の魅⼒を発信する「PR チーム」
のメンバーを募集します。 

市⺠が誇りに思う⽇光ならではの価値や、まだ知られていない⽇光の良さを、もっと多
くの人へ、あなたの言葉と写真で届けてみませんか？ 

 
「文章は得意じゃないけど大丈夫？」 
「写真は、普段スマホで撮るだけだけど参加できる？」 
 
そんな方も大歓迎です。 
撮影のコツや記事づくりのポイントを学べる研修（無料）も予定しています。 

   
１ 名  称 

⽇光市シティプロモーション PR チーム（以下「PR チーム」という。） 

２ 募集の目的 
市⺠の皆さんから寄せられた地域資源の情報などを参考に、“市外の人にも届く視点”で

テーマを選び、⽇光市公式 Instagram を中心に発信していくことを目的としています。 
また、発信後の反応や外部評価を振り返りながら、「⽇光の褒められポイント」を市内

へ共有し、次の魅⼒づくりにつなげていきます。 

３ 活動内容 
PR チームの主な活動は次のとおりです。 
（１）発信テーマ・素材の選定 
  「市外の人にも響くポイント」を⼀緒に考えながら、対象・テーマを選びます。 
（２）取材・撮影・投稿文作成 

選んだ対象・テーマについて取材をし、写真や文章を作成します。 
  （３）市公式 Instagram 等での発信 

作成した記事等は市に提供し、市公式 Instagram で発信します。 
（頻度：月 1 本程度を想定。ただし、本数や役割分担など、最終的にはメンバーと

相談のうえ決定します。） 
（４）会議・研修等への参加、協⼒ 

   ①PR チーム運営会議（原則 月 1 回程度） 
    ②研修（無料・内容は別途案内） 

※写真・動画の撮影や編集、記事制作などのスキルアップを目指す内容を予定し
ています。 
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    ③その他、必要に応じて開催する会議 
（５）活動報告会への参加、協⼒（年度末） 

    活動の振り返りや発信後の反応・外部評価の共有、次の魅⼒づくりに向けた意見交
換などを行います。 

 
４ 発信媒体 

⽇光市公式 Instagram「NEWDAY, NEWLIGHT.【⽇光市公式】（@new̲nikko̲jp）」 
※市公式 HP、広報誌、市 SNS 等で活用する場合があります。 

 
５ 活動期間 

任命をした⽇から、その⽇の属する年度の末⽇まで（再任可） 
 

６ 募集人数 
  5 人程度 
 
７ 応募資格（すべて満たす方） 

（１）⽇光市内に在住または在勤の 18 歳以上の方 
（２）⽇光の魅⼒を発信したい意欲のある方 
（３）Instagram アカウントを持ち、継続的に投稿している方 
（４）取材・撮影・文章作成に関心があり、市の情報発信に協⼒できる方 
（５）運営会議・研修・活動報告会などに参加できる方 
（６）無報酬のボランティアとして活動できる方 
 ※その他、高校生については、（１）の年齢、（３）の資格を満たしていない場合でも 
  応募できるものとし、「６ 募集人数」とは別に高校生枠として活動することがで 

きるものとします。参加を希望する高校生は、保護者の方に相談の上、直接、下記 
「16 問い合わせ先」まで電話連絡してください。 

 
８ 報酬等 

報酬：なし（無報酬） 
※取材・移動・通信・機材・入場料等は自己負担となります。 
 市が実施する研修に係る費用は、市が負担します（無料です）。 
 

９ 募集期間 
  令和 8 年５月 25 ⽇（月）〜令和 8 年６月 15 ⽇（月） 
 
10 応募方法 
  専用フォームにアクセスし、必要事項を入⼒してください。     QR 

【応募時の主な項目】 
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・基本情報（氏名、住所、連絡先） 
・Instagram アカウント情報 
・応募動機（140 字程度） 

   ・PR チームの愛称（案） など 
 
11 選考方法・結果通知 

書類審査を基本とし、必要に応じて面接（オンライン含む）を行います。 
結果は応募者全員にメールで通知します。 
 

12 権利関係（著作権等） 
（１）市に提供した記事、素材の著作権は市に帰属します。 
（２）市は、必要に応じて文言等の編集を行う場合があります（事前に同意を得ます）。 
（３）本人が自身の SNS 等で、同様の内容を発信することは差支えありません。 

 
13 禁止事項 
  営利目的の混同、便益授受、迷惑行為、政治・宗教目的、誹謗中傷、権利侵害、危険行

為、市職員と誤認されるおそれのある言動、その他市が不適当と認める行為。 

14 保険・免責／個人情報 
「⽇光市シティプロモーション PR チーム設置要領」及び本要項に定めるとおりです。 
※取材等で負ったけが等は、市が加入する損害保険契約の範囲内で補償します。 

 
15 その他 
  応募にあたっては、「⽇光市シティプロモーション PR チーム設置要領」を併せてご確

認ください。 
 
16 問い合わせ先 
  ⽇光市企画総務部秘書広報課シティプロモーション係（担当：吉田、田宮、小林） 
  TEL：０２８８−２１−５１３５ 
  FAX：０２８８−２１−５１３７ 
  E-mail：hishokouhou@city.nikko.lg.jp 


